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振り込め詐欺救済法を悪用した詐欺に注意！！

預金保険機構を騙り、未公開株等の金融商品名

下の詐欺被害者に対して、

『先物取引被害の返金がされる。

手続きは預金保険機構で行う。』

等と申し向け、「本来の機構とは異なる電話番号

を教えて連絡させる。」という詐欺に発展する虞

振り込め詐欺救済法とは
振り込め詐欺等の預貯金口座への振込を利用し

た犯罪の被害者に対して、振り込んだ先の口座

（犯罪利用預金口座）に一定の残高が残っている

場合、当該残高を原資として被害回復分配金の支

払いを行うことにより被害の回復を図ることを目

的とした法律であり、平成２０年６月に施行され

ています。

のある不審電話が発生しています。

このような電話がかかってきた際は、最寄りの

警察署又は（＃９１１０）に連絡下さい。


